
事業番号 38

　　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(外務省)

事業名
子の親権問題及び家族問題等に

対応するための経費
担当部局庁 領事局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成２４年度 担当課室 政策課 課長　鈴木　光太郎

会計区分 一般会計 施策名 領事業務の充実

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
　

関係する計画、
通知等

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

ハーグ条約の締結の可能性を見据えて、在外公館において、子の親権問題や家族問題等に対応する必要性が高まっているとこ
ろ、これに対応するために必要な経費を要求。

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

（１）在外公館における相談対応・支援体制の強化、（２）各国・各地域の法制度等調査の実施、（３）領事体制の強化の観点から在
外公館における在留邦人への対応を強化する。具体的には、（１）については、①在外公館の領事が家族法専門法律家に諮問で
きるようにするとともに、②在外のDV被害者支援団体に対する活動支援を行う。（２）については、子の親権問題が深刻な欧米各
国の家族法等に関する調査を実施する。（３）については、①領事研修において、本件に関する講義を実施するとともに、これらの
問題への対応が想定される公館からの参加を確保。また、②在外公館の領事が遠隔地での子の親権問題や家族問題等に対応
し得るようにする。

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度 22年度 23年度

計

24年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 54

補正予算

繰越し等

54

執行額

執行率（％）

成果指標 単位 20年度 21年度

％ - -

22年度
目標値

（24年度）

海外において在留邦人が子の親権問題に巻き
込まれないよう、在外公館が各団体の協力等を
得て適切に対応することが目標である。(参考指
標：協力を得る現地団体数）

成果実績 団体 - - - ４団体

達成度

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見込
み）

- - -

-

24年度より

 (                )

単位当たり
コスト

　 算出根拠

海外において在留邦人が子の親権問題に巻き
込まれないよう、在外公館が対応することが目
標である。

費　目 23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

各国・各地域の法制度等
調査費

- 24,000 新規案件

- 10,585

法律家への諮問費用 - 13,230

現地団体等への活動支援

出張旅費 - 5,459

研修講師謝金 - 159

車両借上費 - 504

計 53,937

平
成
2
3
・
2
4
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
千
円

）



事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 特記事項

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

国際離婚を契機とした子の親権問題が深刻化していると
ころ、国内外の関係者から高い関心を持たれている案件

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

― 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

― 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

平成24年度新規案件

― 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

― 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

平成24年度新規案件

― 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

― 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

○ 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか

― 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

・近年の国際結婚の増加（全婚姻数の約5％　国際結婚3万5000組/全婚姻数70万組：2009年。1980年は全婚姻数の約1％。厚労省人口動
態統計年報）に伴い、国際離婚や家庭問題を契機とした子の親権問題が深刻化しており、これまでも在外公館において、在留邦人からのDV
被害等に関する相談に対し、各地のシェルターや夫婦間の問題に関する相談窓口、可能な場合には弁護士等の紹介を行ってきているほ
か、配偶者の同意や裁判所の許可を得ずに子を連れ去ることが犯罪となる国において、①在外邦人向けの「安全対策基礎データ」や「安全
の手引き」、②在外公館ＨＰトップページ、③在留邦人との連絡協議会等を通じて注意喚起を実施してきている。
・しかしながら今後、ハーグ条約の締結の可能性を見据えて、在留邦人から、上記のようなこれまでの在外公館の対応だけでは対応し難い
法的問題について専門的助言を求められる機会が急激に増えることが予想される。在外公館が家族法専門法律家に対する諮問を受けられ
るようにするとともに、各国・地域の法制度調査等を実施することにより的確なアドバイスを行い得るよう、また、在外公館では対応し難い案
件の場合、現地DV被害者等支援団体に対する活動支援を通じて、在留邦人からの要望に対応し得るよう、整備していくことが必要かつ効果
的である。これらの施策を通じて、在外公館に対する国民のニーズに適切に応えることができる。

--

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

-

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）


